




５．新幹線近接工事の協議を必要とする作業 

（１）新幹線構造物に近接して行う重機械等の作業 

５ｍ

転倒範囲

 

クレーンの旋回範囲・転倒範囲によっては、新幹線構造物への影響が考えられます。ク

レーンを使用する際は、地下埋設物の確認や敷鉄板を確実に行い新幹線構造物側へ転倒し

ないようにしてください。 

外壁補修工事で足場を設置する際は、控えを十分行い、新幹線構造物側へ転倒しないよ

うにするとともに、強風で養生シートを飛来させないよう強固に固定してください。 

なお、近接の範囲内で重機械を使用する場合は、保安要員【工事管理者（新幹線）・見張

員（新幹線）・重機誘導員】の配置が必要です。 

 

（２）新幹線構造物に近接して行う掘削作業 

５ｍ

 

バックホウによる掘削作業を新幹線構造物に近接して行う場合、旋回範囲、掘削位置ま

での距離及び深さによっては、新幹線構造物に影響を及ぼす恐れがあります。また、新幹

線構造物側へバックホウが転倒しないよう、必要により矢板を設置し掘削した側面が崩れ

ないようにしてください。 

なお、近接の範囲内で重機械を使用する場合は、保安要員【工事管理者（新幹線）・重機

誘導員】の配置が必要です。 

 

 



（３） 新幹線高架下で行う作業 

       

新幹線高架下で、重機械を使用して作業を行う場合は、重機械の規模・旋回範囲・移動

等で新幹線構造物に接触する可能性があるため、協議前に新幹線構造物に接触させないた

めの安全対策も含めて検討をしてください。なお、近接の範囲内で重機械を使用する場合

は、保安要員【工事管理者（新幹線）・重機誘導員】の配置が必要です。 

 

（４）新幹線トンネル上部で行う作業 

   
トンネル上部で、地質調査のためのボーリングや、重機械を使用しての掘削・杭打ち作

業を行うと、新幹線のトンネルに影響を及ぼす恐れがあります。トンネル上部で、土被り

が浅いところがあるため、必ず協議を行ってください。 

 

（５）その他 

上記の（１）～（４）以外にも、下記作業の際も近接協議が必要となる場合があります。 

・新幹線上空の道路橋の点検、補修、架替、塗装 

・近接範囲の５ｍ外で行う矢板の設置・撤去 

・電気・通信事業者による新幹線上空の横断線の新設・撤去、電柱立替 

・新幹線高架下の電気・通信事業者による横断線の新設・撤去 

・ガス、水道、農業用水の地下埋設物の新設・撤去・補修 

・河川の護岸、農業用水路の新設・撤去・改良・補修 

・用地境界付近の測量 

※ 工事管理者（新幹線）とは、『工事管理者（新幹線）資格認定証』を有する者、見張員

（新幹線）とは、『見張員（新幹線）資格認定証』を有する者となります。 



６．新幹線近接協議の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行前 

・新幹線高架橋付近で作業を行う際は、事前に鉄道 

建設・運輸施設整備支援機構へ連絡が必要です。 

鉄道建設・運輸施設整備 

支援機構へ工事計画の連絡 

近接協議で必要な情報 

・フェンス及び新幹線高架橋から作業位置と重機 

械の配置位置までの距離 

・電車線・高圧配電線から作業位置までの距離 

・鉄道施設から掘削位置までの距離と深さ 

・建物の新築・解体までの距離 

・新幹線上空横断線の位置 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 

弊社本社との協議にて 

近接協議が必要か？ 

協議担当箇所※より 

作業内容の確認 

（必要により関係箇所と現地立会） 

近接協議が必要か？ 

覚書・事故防止計画書取交し 

工事施工 

施工打合せの取交し 

工事完了 

必要・判断がつかない 

・必要により保安要員を配置していただきます。 

・保安要員の費用につきましては、発注者で負 

担して下さい。 

必要 

不要 

工事施工 

・発注者、施工会社、弊社の三者で、事故防止 

に対する覚書を取り交わします。 

・覚書取交し後に、日々の施工内容を確認する 

ための、施工打合せ票を取り交わします。 

工事完了を鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構と 

協議担当箇所※へ連絡 

繰り返し 

※協議担当箇所 

 ・九州新幹線の場合 ：熊本新幹線工務所 用地・協議 

 ・西九州新幹線の場合：新大村新幹線工務所 土木 



７．新幹線近接工事における費用 

保安要員の配置や防護措置に係る費用の負担は発注者となります。 

また、近接工事により弊社に掛かる費用の負担も発注者となります。その内容は以下の項目の

とおりです。 

・新幹線の停電手続き。 

・新幹線構造物上空の道路橋の点検、補修、架替、塗替工事において、弊社が委託を受ける場

合。 

・鉄道用地内の測量において、弊社が委託を受ける場合。 

なお、新幹線構造物上空を横断する電線・通信線の新設・撤去・修繕工事については、弊社と

協議を行った後、発注者にて鉄道に精通した電気会社と直接契約していただきます。 

 

８．事故事例 

最後に、新幹線構造物に近接した農地から農業用ビニールシートや農業用シートが飛来し、電

車線に引っかかった事故を紹介します。 

 

① 平成 24年 3月 13日（火） 農業用ビニールシート飛来（久留米・筑後船小屋間） 

近隣の農地から強風で煽られて飛んできた農業用ビニールシートが、新幹線の電車線に引

っかかったため列車が緊急停車し、農業用ビニールシートの撤去等に時間を要し、運休及び

大幅な遅れ（約 8時間）が発生し、お客さまに多大な迷惑を被った。 

 

 

 

 

  

 

 

 

② 平成 28年 2月 21日（日） 農業用ネット飛来（筑後船小屋・新大牟田間） 

近隣の農地から農業のネットが飛来し、新幹線の電車線に引っかかり列車が通過したこと

により設備を損傷させた。 

農業用ネットの撤去、損傷した設備の復旧に時間を要し、 

運休及び大幅な遅れ（約 4時間）が発生し、お客さまに 

多大な迷惑を被った。 

 

 

 

 

 


